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マイナンバー制度ご案内音声CD・点字広報・大活字広報を貸出ししています
問合  福祉課　☎35-3356

●傍聴は先着順となります。
●開催日時や場所が変更となる場合があります。
　また、議題など詳細についても担当課へお問い合わせください。

委員会・審議会を公開しています
 公開予定の委員会・審議会
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●自転車安全利用５原則
　▶自転車は、車道が原則、歩道は例外
　▶車道は左側を通行
　▶歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
　▶安全ルールを守る
　　●飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
　　●夜間はライトを点灯
　　●交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
　▶子どもはヘルメットを着用

5月は自転車の安全利用推進月間です

問合  協働推進課　☎35‒3412

　自転車は原則、車両用信号に従って車道
を通行します。例外的に歩道を走行する場
合は、歩行者に十分注意してください。
　通行車両は自転車の動きを注視して、巻
き込み事故などに十分注意しましょう。

歩車分離信号での自転車走行
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５月は「消費者月間」です
新生活のスタートを応援します
～押さえておきたい消費生活上のポイント例～
■「絶対に儲かる」、「簡単に稼げる」には気を付け
　ましょう
　投資などの勧誘に対しては、即答せずゆっくり考えま
　しょう。
　「うのみにしない」ことが重要です。
■消費生活に関わる技術の進展と上手につきあい
　ましょう
●「キャッシュレス」決済を適切に利用しましょう
　クレジットカードの暗証番号は適切に管理しましょう。
　ＱＲコードによるものなど、便利な決済方法が浸透しつ
　つありますが、家計の状況を適切に把握しましょう。
　使い過ぎに陥ってからでは遅すぎます。
■健康的な生活のリズムを保つように心がけましょう
●ギャンブル等依存症に陥らないよう気を付けてください
　ビギナーズラック、新生活になかなか慣れることので
　きないストレスや、孤独感などがきっかけとなってギャ
　ンブルなどに頼るようになってしまうことによって、ギャ
　ンブルなどへの「のめり込み」が始まってしまう可能性
　があります。
■「持続可能な消費生活」に意識を向けてみましょう
●再配達は宅配便のドライバーに重い負担をかけています
　コンビニエンスストアや宅配ボックスで受け取る、自分
　が確実に受け取れる日時・場所を指定するなど、でき
　るだけ１回で受け取るように努めましょう。

おかしいと思ったら・・・  心配なことがある場合は・・・
　商品やサービスに関する消費生活上のトラブルについ
　て、専門の相談員が解決のための助言を行っています。
　お気軽にご相談ください。

■消費者ホットライン　☎１８８（局番なしの３桁番号）
■高山市消費生活センター
　☎35-2030
 （8:30～17：15 土・日・祝日・年末年始を除く）

春の交通安全運動
期間　5月11日㈯～20日㈪
　　　 5月20日㈪は交通事故死ゼロを目指す日です。
運動の重点
•子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の
　交通事故防止
•自転車の安全利用の推進
•すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正
　しい着用の徹底
•飲酒運転の根絶

開催日 会議名ほか 担当課

5月7日
㈫

幹部会
8：30～　
市役所  4階特別会議室

企画課
☎35-3131

5月14日
㈫

新火葬場建設検討委員会
13：30～　
市民文化会館  3階3-11講堂

火葬場建設推進室
☎57-7755


